
条

例

大
村
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害

補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
　

消
防
法
の
改
正
に
伴
い
、
所

要
の
条
文
整
理
を
行
う
た
め
、

改
正
案
が
上
程
さ
れ
、
可
決
し

ま
し
た
。

大
村
市
保
育
所
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
　

池
田
保
育
所
の
民
間
移
譲
に

伴
い
、
本
条
例
か
ら
池
田
保
育

所
の
項
を
削
る
た
め
、
改
正
案

が
上
程
さ
れ
、可
決
し
ま
し
た
。

決
　
議

公
用
車
事
故
の
防
止
に
関
す
る

決
議
　

公
用
車
事
故
の
発
生
件
数
が

な
か
な
か
減
少
せ
ず
、
ま
た
、

発
生
原
因
の
ほ
と
ん
ど
が
職
員

の
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
市
に
対
し
、
安
全
運
転

講
習
を
行
う
な
ど
、
改
め
て
公

用
車
事
故
の
防
止
に
向
け
た
対

策
を
徹
底
・
強
化
す
る
よ
う
決

議
し
ま
し
た
。

第 245  号市議会だより平成21年11月１日

―３―

修
正
部
分
以
外
の
一
般
会

計
、
特
別
会
計
、
企
業
会
計
の

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◇
一
般
会
計
◇

小
・
中
学
校

Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整
備
事
業

（
１
億
５，
８
２
６
万

６
千
円
）

児
童
生
徒
の
Ｉ
Ｔ
活
用
能
力

の
向
上
や
校
務
の
効
率
化
を
図

る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
や

教
育
用
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
整

備
。

住
宅
手
当
緊
急
特
別
措
置
事
業

（
１，
８
１
４
万
円
）

住
居
を
喪
失
ま
た
は
喪
失
の

恐
れ
の
あ
る
離
職
者
に
、
住
宅

手
当
を
支
給
。

【
問
い
合
わ
せ
】
保
護
課

（
内
線
１
６
０
）

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

教
育
を
守
る
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め

る
意
見
書

憲
法
で
定
め
ら
れ
た
教
育
の

機
会
均
等
と
そ
の
水
準
の
維
持

向
上
を
確
保
す
る
た
め
、
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
制
度
を
堅
持

し
、
必
要
な
財
源
が
将
来
に
わ

た
り
確
実
に
確
保
さ
れ
る
よ
う

国
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
ま

し
た
。

◇
特
別
会
計
◇

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

（
１
８
５
万
３
千
円
）

高
額
療
養
費
特
別
支
給
金
の

新
設
及
び
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
利
用
促
進
。

老
人
保
健
事
業
特
別
会
計

（
２，
３
２
６
万
７
千
円
）

平
成
２０
年
度
の
老
人
医
療
費

の
実
績
に
よ
り
支
払
基
金
交
付

金
、
国
庫
・
県
費
負
担
金
を
返

納
す
る
た
め
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

（
１
億
６
５
万
４
千
円
）

平
成
２０
年
度
の
介
護
給
付
費

の
繰
越
し
に
伴
う
補
助
金
の
返

納
及
び
新
設
さ
れ
た
高
額
医
療

合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
に
対

応
す
る
た
め
。

◇
企
業
会
計
◇

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト

競
走
事
業
会
計

（
１
億
５
２
５
万
円
）

舗
装
面
補
修
や
ラ
イ
ン
引
き
、

安
全
柵
を
設
置
す
る
駐
車
場
補

修
工
事
、
レ
ー
ス
に
お
け
る
事

故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
海
中

浮
遊
物
を
除
去
す
る
掃
海
艇
の

建
造
費
な
ど
。

請

願

「
所
得
税
法
第
56
条
の
廃
止
」

を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
関
す

る
請
願
の
件
　

請
願
の
内
容
は
、
配
偶
者
と

そ
の
親
族
が
事
業
に
従
事
し
た

と
き
、
対
価
の
支
払
い
は
必
要

経
費
に
算
入
し
な
い
と
規
定
さ

れ
て
い
る
所
得
税
法
第
５６
条
の

廃
止
を
求
め
る
意
見
書
を
国
に

提
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の

で
あ
り
ま
す
。

付
託
を
受
け
た
総
務
委
員
会

で
は
、
同
法
第
５７
条
で
は
、
適

正
に
申
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

家
族
従
業
者
の
給
与
を
必
要
経

費
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
第
５６
条
を
廃
止
す
る
必
要
は

な
い
と
の
意
見
や
、
第
５６
条
の

廃
止
だ
け
で
は
税
負
担
の
公
平

性
に
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
も

あ
り
、
第
５６
条
、
５７
条
の
両
方

の
抜
本
的
な
改
正
が
必
要
で
あ

る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
採
決

の
結
果
、
委
員
会
、
本
会
議
と

も
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

意

見

書

地
方
自
治
の
継
続
性
を
守
る

た
め
の
予
算
執
行
を
求
め
る

意
見
書

新
政
権
下
に
お
け
る
政
策
の

見
直
し
、
税
制
の
改
革
、
制
度

の
変
更
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成

２１
年
度
予
算
及
び
同
年
度
第
１

次
補
正
予
算
に
よ
っ
て
、
地
方

自
治
体
の
進
め
て
き
た
施
策
や

事
業
に
つ
い
て
財
源
問
題
で
執

行
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
国
に
対
し
意
見
書
を

提
出
し
ま
し
た
。


